
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
十
一
号

令
和
八
年三

月
三
十
日

月　曜　日

目

次

条

例

○
山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

○
山
梨
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

○
山
梨
県
常
勤
監
査
委
員
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

五

○
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

七

○
山
梨
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

八

○
山
梨
県
特
別
職
の
秘
書
の
職
の
指
定
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

八

○
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

八

○
山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一
二

○
山
梨
県
衛
生
環
境
研
究
所
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一
五

○
山
梨
県
介
護
保
険
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
六

○
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一
六

○
山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一
七

○
山
梨
県
立
愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二
六

○
山
梨
県
立
リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二
六

○
山
梨
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	
二
七

○
山
梨
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	
二
七

○
山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	

二
九

○
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三
〇

○
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三
二

○
山
梨
県
家
畜
保
健
衛
生
所
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三
七

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三
九

○
山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
九

○
山
梨
県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四
九

○
山
梨
県
運
転
適
性
検
査
手
数
料
条
例
及
び
山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

五
〇

○
山
梨
県
森
林
総
合
研
究
所
手
数
料
条
例
を
廃
止
す
る
条
例	

五
一

条
例
の
あ
ら
ま
し

○　

山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）
（
行
政
法
務
課
）

1　

人
口
減
少
下
に
お
け
る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を
一
層
推
進
す
る
た

め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

㈠　

「
地
域
デ
ザ
イ
ン
・
新
交
通
基
盤
推
進
局
」
を
設
置
す
る
。

㈡　

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
を
「
新
価
値
創
造
推
進
局
」
に
改
め
る
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
）
（
行
政
法
務
課
）

1　

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
の
全
部
改
正
に
伴
い
、
山
梨
県
公
益
認
定
等
審
議
会
の
委
員
の
要
件

に
、
公
益
信
託
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
し

た
。

2　

こ
の
条
例
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る

こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
常
勤
監
査
委
員
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）

（
人
事
課
）

1　

最
近
の
社
会
経
済
情
勢
等
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

㈠　

常
勤
監
査
委
員
の
給
料
の
月
額
を
引
き
上
げ
る
。

㈡　

行
政
委
員
会
の
委
員
等
の
日
額
の
報
酬
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
箇
月
当
た
り
の
報
酬

額
の
上
限
を
撤
廃
す
る
。

㈢　

附
属
機
関
の
委
員
の
日
額
の
報
酬
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
日
額
制
に
加
え
、
時
間
報
酬

制
を
導
入
す
る
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
）
（
市
町

村
振
興
課
）

１　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
事
務
を
拡
大
等
す
る
た

め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

㈠　

新
た
に
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
追
加
す
る
。

⑴　

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
事
務

⑵　

浄
化
槽
法
に
基
づ
く
事
務

⑶　

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
に
基
づ
く
事
務

㈡　

調
理
師
試
験
受
験
願
書
の
受
理
に
係
る
事
務
を
指
定
試
験
機
関
へ
委
任
す
る
こ
と
に
よ
り
市
町

村
に
移
譲
し
て
い
る
当
該
事
務
を
廃
止
す
る
。

２　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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